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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡と共に使用され、体内通路内に位置決めされる医用器具であって、
　遠位先端部、遠位部分及び標識パターンを備えた細長い部材を有し、標識パターンは、
少なくとも一部が遠位部分上に設けられていて、第１の標識システム及び第２の標識シス
テムを含み、
　第１の標識システムは、少なくとも一部が遠位部分上に設けられ、第１の標識システム
は、数字標識、及び少なくとも１つの数字ではない標識を備えた一連の目盛り基準マーキ
ングを有し、細長い部材は、第１の標識システムの少なくとも一部が内視鏡を通して見え
るように内視鏡内へ位置決め可能に構成されており、
　第２の標識システムは、細長い部材の運動状態が分かるように構成されたマーキングの
パターンを有し、前記マーキングは、その少なくとも一部が、細長い部材のシースが施さ
れていない部分に隣接して位置決めされた視認可能な領域内に位置するよう間隔を置いて
設けられ、第２の標識システムは前記数字標識の間に位置決めされ、第２の標識システム
は、複数の斜めのマーキング又は少なくとも１つの螺旋縞を含んでいることを特徴とする
医用器具。
【請求項２】
　医用器具は、ワイヤガイドを有していることを特徴とする請求項１記載の医用器具。
【請求項３】
　ワイヤガイドは、これに沿って設けられた固定基準箇所を有し、第１の標識システムは
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、各々が固定基準箇所までの特定の距離に一意的に対応する一連の目盛り基準マーキング
を有することを特徴とする請求項２記載の医用器具。
【請求項４】
　目盛り基準マーキングは、ワイヤガイドの近位部分に沿って選択された間隔で分布して
配置された順次増大する一連のマークから成ることを特徴とする請求項３記載の医用器具
。
【請求項５】
　目盛り基準マーキングは、順次増大する一連のマーキングを有し、一連のマーキングの
各々は、固定基準箇所までの特定の距離に対応しており、マーキングは各々、一連のマー
キング中の任意の隣り合うマーキングに対して５ｃｍ刻みに位置していることを特徴とす
る請求項３記載の医用器具。
【請求項６】
　目盛り基準マーキングは、固定基準箇所までの特定の距離を識別する数値を含むことを
特徴とする請求項３記載の医用器具。
【請求項７】
　第１の標識システムは、選択された隣り合う目盛り基準マーキング相互間に位置した複
数の中間マーキングを更に有していることを特徴とする請求項６記載の医用器具。
【請求項８】
　遠位部分は、少なくとも１つの放射線不透過性マーカを有していることを特徴とする請
求項１記載の医用器具。
【請求項９】
　少なくとも１つの放射線不透過性マーカは、遠位先端部を有していることを特徴とする
請求項８記載の医用器具。
【請求項１０】
　第２の標識システムは、複数の斜めのマーキングを有していることを特徴とする請求項
１記載の医用器具。
【請求項１１】
　第２の標識システムは、細長い部材に沿って少なくとも部分的に延びる少なくとも１つ
の螺旋縞から成ることを特徴とする請求項１記載の医用器具。
【請求項１２】
　第２の標識システムは、細長い部材の少なくとも一部に沿って延びる少なくとも１つの
螺旋縞から成ることを特徴とする請求項１１記載の医用器具。
【請求項１３】
　細長い部材は、外側層を更に有し、外側層は、方向が異なる第１の螺旋縞と第２の螺旋
縞が交互に組み込まれていることを特徴とする請求項１１記載の医用器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
〔技術分野〕
本発明は、低侵襲医用器具に関し、特に、ワイヤガイド及び関連器具に関する。
【０００２】
〔発明の背景〕
一連のマーキングを手術器具、例えばワイヤガイド、カテーテル、針等に設けると、外科
医が医療手技中に患者の体内に器具を正しく配置しやすくなることは知られている。これ
らマーキングとしては、体内の器具の位置又は運動状態を指示するバンド（帯状体）、ド
ット（点）、文字、番号、色又は他形式の標識が挙げられる。視覚的に識別可能なマーク
は、一定の予め決められた間隔で設けられることが多く、例えば、１つのドット又はバン
ドは５ｃｍをマークするよう配置され、ドット又はバンド２つ分は、１０ｃｍをマークす
るよう配置されること等である。かかる標識システムは、器具に組み込まれ又は器具上に
印刷された或る放射線不透過性金属又は化合物を用いることによりＸ線透視下で見えるよ
うに作られたものであるのがよい。直接的な視覚化が可能である場合、構造の長さ又は移
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動距離を測定する尺度又は目盛りとして器具上に印付けされた数値を使用できる。
【０００３】
距離を定量化し又は測定を行うことができるということは、その大きな利点として、ワイ
ヤガイド、カテーテル等のマーカシステムの開発を惹起した。マーキングの別の用途は、
臨床家が体内での器具の相対運動を確認できるようにするシステムを提供することにある
。これは内視鏡手技でも有用であることが判明しており、かかる内視鏡手技では、器具を
静止した位置に維持し、又は別の構成要素の相対運動を検出することが重要である。一例
として、交換用ワイヤガイドが挙げられ、このガイドワイヤは、カテーテル又は他の器具
をワイヤガイド上でこれに沿って前進させ又は引っ込めるときに、位置が変わってしまう
傾向がある。内視鏡を用いてこれら手技を行う場合、ワイヤガイドを視覚化するのがよく
、したがって内視鏡の先端部に対するワイヤガイドの動きを確認するマーキングのパター
ンは、器具の正しい位置を復元し又は維持するのに役立ち得る。この目的のために螺旋マ
ーキングが用いられているが、かかるシステムでは、運動を定量化することができず、又
、体内での測定を行うこと、例えば管又は血管内の狭窄部又は病変部の長さを測定するこ
とはできない。マーキングの目盛り標識システムは、ワイヤガイド及び他の低侵襲医用器
具について周知であるが、これらでは、相対距離を求めるのにドット、バンド等を数える
というやり方を利用しているＸ線透視法又は他の測定方法、即ち、しばしば、困難でしか
も不正確な測定方法が必要とされるのが通例である。
【０００４】
内視鏡による交換用ワイヤガイド上の標識の直接的な視覚化は幾つかの利点をもたらすが
、例えば或る治療部位、例えばファーター乳頭、粘液及び他の物質への接近のような手技
は、視野を覆い隠す場合があり、直接的な測定を不可能にする。加うるに、距離を定量化
するために狭窄部を測定するのに有用な交換用ワイヤガイドは、内視鏡下におけるワイヤ
ガイドの目に見える領域がマーキング相互間のギャップに一致している場合、動きを識別
するのが不適当な場合がある。ワイヤガイドの位置を内視鏡でモニターして解剖学的構造
の長さの信頼性があり且つ正確な測定を可能にするシステムが必要とされている。もう１
つの望ましい特徴は、正確な測定機能と、器具を静止状態に維持するのを助けるために医
療手技中における器具の運動状態の信頼性のある検出を可能にするシステムとを組み合わ
せることにある。
【０００５】
〔発明の概要〕
上述の課題は、内視鏡と併用され、患者の体内での位置及び（又は）運動状態を指示する
多くの形式の標識を備えた交換用ワイヤガイドの例示の実施形態で解決され、技術的進歩
が達成される。本発明では、細長い部材、例えばワイヤガイド、例えば標準型中実ニチノ
ールコア、テーパし又はコイル状になったワイヤチップ又は先端部を備えたポリマー被覆
交換用ワイヤカテーテル、又はカテーテル、或いは他の或る医用器具は、少なくとも部分
的に直接観察又は内視鏡による観察により目に見える標識パターンを備えている。標識パ
ターンは、第１の標識システム及び第２の標識システムから成る。第１の標識システムは
、細長い部材の固定された基準位置、例えば遠位先端部までの特定の距離を一意的に識別
する一連の目盛り基準マーキングを有している。これら目盛り基準マーキングは、数字、
種々の番号が付けられたバンド、ドット等、或いはユニークな標識の他の或る形態から成
るのがよい。第２の標識システムは、細長い部材がこれが収納されている内視鏡に対して
動いているかどうかの内視鏡医又はオペレータによる判定を容易にすることができるよう
細長い部材に印付けられ又はこの中へ組み込まれている。第２の標識システムは、器具を
内視鏡を通して見ることにより、又は内視鏡から近位側へ延びる細長い部材の外部をモニ
ターすることにより長手方向における位置のずれ又はシフトを検出することができる斜め
の線、螺旋縞、密に間隔を置いて設けられたマーキング又は別の標識パターンを有するの
がよい。第２の標識システムの使用法の種々の実施形態としては、内視鏡によって視認さ
れるべき遠位部分に斜め又は密に間隔を置いたマーキングを設けること、マーキングを細
長い部材の近位部分のところに設けてこれらマーキングを患者の外部から直接視認して相
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対運動を確認できるようにし、又は螺旋パターンを器具に組み込み、例えば縞付きのワイ
ヤガイド被膜を設け、又は２色カテーテルを同時押出加工するようにすることが挙げられ
る。後者の場合、印刷された目盛り基準マーカ、バンド、斜めの線等を螺旋パターンを持
つ器具の表面上に印刷するのがよい。
【０００６】
本発明の別の特徴では、数字による標識をワイヤガイドの遠位部分に沿って選択された間
隔で、例えば１ｃｍごとに配置し、これら標識がワイヤガイドを体内通路、例えば胃腸管
内に位置決めした状態で、内視鏡により視認できるようにする。数字は有利には、体内の
解剖学的特徴部の簡単且つ正確な測定システムを提供する。数字標識は任意的に、これよ
りも大きな間隔、例えば５ｃｍごとに配置された番号の異なるバンド又は他の数字ではな
い標識と組み合わされる。本発明の標識パターンを交換用ワイヤガイドに適用すると、こ
れにより、補助器具又は器械を導入するアクセサリチャネルを備えた内視鏡に用いられる
と、解剖学的構造の測定が可能になる。これにより、別個の測定器具は不要になると共に
かかる標識パターンは胆管狭窄部の長さを測定する場合、ＥＲＣＰ（Endoscopic Retrogr
ade Cholangiopancreatography：内視鏡的逆行性胆道膵管造影）法にとって特に有用にな
る。ＥＲＣＰ法用として構成された本発明の一特徴では、内視鏡を十二指腸の中へ前進さ
せ、次にここでワイヤガイドを内視鏡の遠位端部からファーター乳頭内へ前進させて胆管
系に接近する。内視鏡先端部を総胆管内へ更に前進させると、その結果免疫及び（又は）
体液でオペレータの視界が覆い隠されることが多い。このようにしないで、内視鏡の先端
部は、視認性が優れている十二指腸内にとどまるようにする。狭窄部の測定のため、遠位
部分に放射線不透過性マーカを備えたワイヤガイドを、これが狭窄部を横切るまで前進さ
せる。ワイヤガイド先端部は、例えばドリューズ（Drewes）氏に付与された米国特許第５
，３００，０４８号明細書に開示されているような方法で、先端部を構成するエラストマ
ー材料に放射線不透過性物質、例えばタングステン又はバリウム粉末を入れることにより
放射線不透過性物質を用いて、或いは、例えば放射線不透過性バンド又は収縮管、或いは
浸漬材料を塗布することにより第２の放射線不透過性物質を追加することにより、又は例
えばプラチナコイルをテーパした中実コアワイヤ上に配置することによりワイヤそれ自体
を放射線不透過性にすることにより、目に見えるようにする。本発明をどのようにすれば
利用できるかについての一例では、臨床医は、内視鏡を用いてワイヤガイドの数値で表さ
れる位置を求め、次に放射線不透過性先端部が狭窄部の近位側境界部をマークするまでワ
イヤガイドを引き抜く。ワイヤガイドについて観察された値の差を計算することにより、
狭窄部の長さが得られる。この知識は、次に行う治療、例えば胆管用ステントの正確な寸
法決めに重要な場合がある。狭窄部をいったん測定すると、ワイヤガイドを定位置に維持
して他の器械を導入する交換用ワイヤとして役立つようにするのがよい。任意的に、第２
の標識システムは、ワイヤガイドをかかる交換中、静止状態に維持する際、内視鏡医にと
って有用である。
【０００７】
次に、本発明の実施形態を添付の図面を参照して例示として説明する。
〔詳細な説明〕
図１～図６は、第１の標識システム１２及び第２の標識システム１３から成る標識パター
ン１１を備えたワイヤガイド１６又はこれに類似した細長い部材を有する医用器具１０を
示しており、この標識パターン１１は、第１の標識システム１２を用いて患者の体内の解
剖学的構造を測定すると共に第２の標識システム１３を用いてワイヤガイド１６の長手方
向位置を維持するためにワイヤガイド１６を内視鏡２５に用いることができるようにする
。例示の器具１０は好ましくは、例えば長さが４８０ｃｍ又は２６０ｃｍの標準型交換用
ワイヤガイド１６を有し、この交換用ワイヤガイドは、例えばニチノールのような中実コ
アワイヤ５０及び図６に最もよく示されているようにワイヤ上に収縮包装された例えばＰ
ＥＴのような外側表面被膜４２を備えている。ワイヤガイド１６のＸ線透視による位置決
めを助けるため、器具の遠位部分は、単一のマーカ、複数のマーカ、又は長さが数ｃｍ（
例えば、遠位側５ｃｍ）の延長された放射線不透過性領域として放射性マーカ物質２１を
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有している。放射線不透過性をもたらす別の方法としては、標準方法、例えば遠位側プラ
チナコイルの追加、金又は他の放射線不透過性物質マーカの追加、放射線不透過性インキ
の使用、コアワイヤ上に設けられた放射線不透過性収縮包装又は管、例えば放射線不透過
性ウレタンの使用、又は放射線不透過性ポリマー内へのワイヤの浸漬、放射線不透過性粉
末、例えばタングステンを入れたポリマー先端部、例えばＰＥＢＡＸ（登録商標）の取り
付けが挙げられる。
【０００８】
図４に示すように、ワイヤガイド１６は、内視鏡のアクセサリ又は作業チャネル３０から
少なくとも部分的に送り進められるよう設計された遠位部分５３を有しており、遠位部分
５３は、第１の標識パターン１２及び第２の標識パターン１３のうちの少なくとも一方を
有している。図１に示す中間部分５１が、第１の標識システムを有する近位部分５１に対
して近位側に位置している。標識パターン１１のうちの一部、例えば第２の標識システム
を有するのがよい中間部分５１は大部分が、手技の大部分の間、内視鏡の作業チャネル内
に位置したままである。図６に示す近位部分４０は、ワイヤガイド１６の残部を構成し、
内視鏡の作業チャネルの外部に実質的に位置したままであるようになっている。図６の例
示の実施形態では、近位部分は、オペレータが直接的な観察により、ワイヤガイド１６が
長手方向に動いているかどうかを一層よく判定するのを助ける螺旋縞７４，７５の形態を
した第２の標識システム１３の一部を有している。
【０００９】
図１～図４及び図６の実施形態では、標識パターン１１は、第１の標識パターン１２を有
し、この第１の標識パターンは、ワイヤガイド１６の位置の目視識別を可能にし、移動距
離及び解剖学的構造の長さを定量化する一連のユニークな目盛り基準マーキング５９を有
している。好ましくは、これら目盛り基準マーキング５９は、距離を測定する標準型目盛
り増分に相当している（例えば、１ｃｍ、５ｃｍ、１ｍｍ、０．１インチ等の増分）。目
盛り基準マーキング５９は、遠位先端部２０までの距離を意味し、又は器具の長さに沿う
他の或る箇所までの距離を意味する場合がある。図示の実施形態では、目盛り基準ワイヤ
ガイド５９は、この目的のために数字による標識１４を有している。例えば、“８”の目
盛り基準マーキング５９は、マークがワイヤガイド１６の遠位先端部２０から８ｃｍのと
ころに位置していることを示し、或いは、マークがワイヤガイド１６の遠位部分５３、中
間部分５１又は近位部分４０に施された別の指示マークから８ｃｍのところに位置してい
ることを示している。
【００１０】
任意的に、第１の標識システムの目盛り基準マーキング５９は、器具の一部に沿って一定
間隔で配置された１以上のユニークな連続して配置された数字でないマーキング、例えば
バンド又は帯状体４１を有するのがよいが、このようにするかどうかは任意である。バン
ド４１は、放射線不透過性であるのがよい別個の材料としてワイヤガイドに印付けられ又
は取り付けられる。図示の実施形態では、バンドは、数字標識１４に追加の第２の目盛り
標識システムを与えるよう本数が増えて（又は減って）いる。
【００１１】
第２の標識システム１３が、ワイヤガイド１６の相対運動を確認するのに役立つよう設け
られている。第２の標識システム１３は、マーキングの組合せ又は形態の構造的特徴を有
するのがよく、したがってオペレータは図４に示すように内視鏡２５を通して第２の標識
システム１３の一部を容易に識別して医用器具１０、例えばワイヤガイド１６が内視鏡に
対して長手方向に動いているかどうかを判定することができるようになっている。これは
、器具に１以上の螺旋又は直交マーキング又はコンポーネントを追加することにより最も
よく達成できるが、これは、密に間隔を置いた一連のマーキングによって達成してもよく
、それにより少なくとも２つの隣り合うマークが常時内視鏡の視野に入る。加うるに、こ
れら密に間隔を置いたマーキングそれ自体をそれ以上の視覚的なきっかけとしてワイヤの
周りに円周方向に螺旋状にするのがよい。螺旋又は直交マーキングは、ワイヤガイドが送
り進められ又は引っ込められているとき、マーク又はマーキングが円周方向及び長手方向
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に動くように見えるので特に効果的である。図１～図６の例示の実施形態では、第２の標
識システム１３は、一連のマーキング、例えば直交線１５、螺旋縞２３又は円周方向マー
クを有し、内視鏡によりワイヤガイド１６上で見ることができ、それによりオペレータは
器具を定位置に維持し又は運動方向を確認できるようになる。図示の実施形態では、目盛
り標識１２及び運動状態用の第２の標識１３は、ワイヤガイドの外側被膜４２上にインキ
で印刷され、これは、ポリマー材料、例えばＰＥＴ又は別の適当な材料である。ただし、
医用器具に印付け又はマーキングする他の周知の方法を利用してもよい。任意的に、ワイ
ヤガイドの部分４０，５１，５３の外側被膜４２は、互いに異なる材料から成ることがで
きる。例えば、遠位部分５３は、ＰＥＴ被膜を有するのがよく、これは印刷により適して
おり、他方、中間部分５１及び（又は）近位部分４０をＰＴＦＥで作るのがよく、これは
印刷がより困難である。別の実施形態では、器具の遠位部分５３の最も遠位側に位置する
部分、例えば５ｃｍ分が、別個の先端部、例えばＰＥＢＡＸ（登録商標）に放射線不透過
性粉末、例えばタングステンを入れて形成した別個の先端部にくっつくことにより有利に
は放射線不透過性になる。一実施形態では、先端部は、肩を有していて、先端部と肩の上
に位置する外側ポリマー被膜４２との間にはスムーズな移行部が生じるようになっている
。先端部は、シアノアクリレート又は別の適当な接着剤によりコアワイヤ５０（図６に示
す）のテーパ部分４８に接着される。加うるに、第１の標識１２又は第２の標識１３の変
形例が、図６に示されており、これは遠位部分５３内のコアワイヤ５０に付着された放射
線不透過性マーク、例えば放射線不透過性管４９（例えば、放射線不透過性ウレタン）を
有し、被膜４２がこの上に施されている。図示のように、放射線不透過性管４９は、長さ
を求めるための既知の目盛りに相当する一定の間隔（例えば、５ｃｍ間隔）で一連の放射
線不透過性標識となる。
【００１２】
図１に示す例示の実施形態では、遠位部分５３上の標識パターン１１は、数字標識１４及
び異なる番号の付けられたバンドから成る目盛り基準マーキング５９と斜めのマーキング
１５を有する第２の標識システム１３の組合せから成っている。単一のバンド４１を有す
る第１の目盛り基準マーキング１７は、ワイヤガイド１６の遠位先端部２０から５ｃｍの
ところに位置し、２つの隣り合うバンドを有する第２の基準マーキング１８は、遠位先端
部２０から１０ｃｍのところに位置している。３つのバンドを有する第３の基準マーキン
グ１９は、遠位先端部２０から１５ｃｍのところに設けられている。当然のことながら、
一連のバンドは、長い遠位部分５３についてこのように続いて設けられたものであるのが
よい。一連のバンド１７，１８，１９相互間には、図示のように数字標識１４が設けられ
ているが、これらは、任意的に、５ｃｍのバンド相互間に１ｃｍ刻みにユニークというわ
けではない中間マーキング、例えば単一の線を有するのがよい。標識１２，４１相互間に
は、第２の標識システム１３が設けられ、この第２の標識システムは、ワイヤガイドの存
否及びその運動方向を確かめるのを助ける４本の直交線１５を有している。図示の実施形
態の符号の４５で示す１ｃｍごとに、直交線１５の方向は、ワイヤガイドの位置を確認す
るための一層の視覚的補助手段として逆向きになっている。ワイヤガイド１６の周囲の周
りに追加の覆いを提供するため、同一の標識パターン１１を互いに対して１８０°のとこ
ろに印刷するのがよい。
【００１３】
図２に示す実施形態では、第２の標識システム１３は、ワイヤガイド表面４２の周りにぐ
るりと延びる螺旋縞２３を有している。図３は、更に別の実施形態を示しており、かかる
実施形態では、第２の標識パターン１３は、運動を確認するための一連の円周方向マーキ
ング２４を有している。理想的には、これらマーキングは、密に間隔を置いて設けられ、
少なくとも１つが常時内視鏡の視認領域内に入るようにする。第１及び第２の標識システ
ムを機能的に組み合わせることができるということは注目されるべきである。目盛り基準
マーキングを有する第１の標識システム１２は、増分を最小限に抑え（例えば、１ｃｍ未
満）、目盛り基準マーキングが相対運動を指示するための第２の標識システム１３として
機能するよう長手方向に圧縮可能である。一例として、１ｍｍ又は５ｍｍの増分のところ
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の数字標識１４により、多数の基準マーキング５９が常時視野内に位置し、運動を目で見
て検出するのが容易であるようにすることが挙げられる。加うるに、これら数字標識１４
を、運動状態を一層よく指示するよう螺旋状に好ましくは多数の一連の螺旋体をなして配
置するのがよい。
【００１４】
図１の実施形態の１５ｃｍ遠位部分４６を、もしワイヤガイドが管又は血管内へ深く侵入
することが必要であれば、例えば２５ｃｍまで延長させるのがよい。加うるに、図示のワ
イヤガイドの近位部分４０（標識１２，１４，４１の近位側の部分）は、ワイヤガイド表
面４２上に印付けられる任意的な螺旋縞２３を有し、かかる縞は、内視鏡から近位側へ延
びる部分を見ることにより器具の運動状態を確認するのに役立つ。図６は、第２の標識シ
ステム１３の実施形態を示しており、かかる実施形態では、ワイヤガイド１６の外側被膜
４２は、螺旋縞を有し、それにより第１及び第２の互いにコントラストをなす色７４，７
５がワイヤガイドの長さに沿って下方へ交互に螺旋を描き、それにより器具の相対運動の
識別に役立つ別の視覚的なきっかけを与えている。この標識パターンは又、図６に示すよ
うに第１の標識システム１２に又は別形式の第２の標識システム１３、例えば印刷直交マ
ーキング１５にも用いることができる。外側ポリマー被膜４２を備えていないコイル状ワ
イヤガイドでは、例えば別の色の視覚的に識別可能な螺旋コイル状ワイヤを第２の標識シ
ステム１２として用いると、特にマルチフィラメントコイル状ワイヤを備えたワイヤガイ
ドにおいて相対運動を識別することができる。
【００１５】
図４及び図５は、内視鏡２５に用いられている本発明のワイヤガイド１６を示している。
図４では、標識パターン１１を備えたワイヤガイド１６が、所望の箇所に位置決めされ、
この箇所では、数値１４を光源２６の照明下においてカメラレンズ２７を通して読み取る
ことができる。例えばカテーテルの交換中、ワイヤガイド１６の安定した位置を維持する
ことが望ましい場合、直交線１５は、ワイヤが動いているかどうか、そしてどの方向であ
るかを確認する手段となる。
【００１６】
次に、図５を説明に加えると、図示のワイヤガイドは、例えば胆管系内の総胆管３３又は
別の部位、例えば膵管３５内の狭窄部３４を測定するために特にＥＲＣＰ法で有用である
。内視鏡２５をまず最初に、胆管系の入口であるファーター乳頭３２に通じる十二指腸内
へ下方に送り進める。次に、ワイヤガイド１６を内視鏡２５のアクセサリチャネル３０か
ら前進させる。内視鏡２５のエレベータ２８を、ワイヤガイドを内視鏡の側開口部２９か
ら側方へ逸らすよう位置決めし、それにより管を通る狭窄部３４への前進を容易にする。
ワイヤガイド１６の先端部２０が放射線不透過性コンポーネント２１を備えている状態で
、器具をＸ線透視下において狭窄部３４の遠位箇所３７（ファーター乳頭３２から最も遠
くに位置する箇所）に案内する。この時点で、ワイヤガイド１６に印付けられている数値
１４を図４に示すように内視鏡２５のカメラレンズ２７を通して読み取る。第１の値を求
めた後、ワイヤガイド１６を、放射線不透過性先端部２１が狭窄部３４の近位箇所３８（
ファーター乳頭３２から最も近くに位置する箇所）に一致するまで引き抜く。この時点に
おいて、ワイヤガイド１６を内視鏡で再び読み取り、差を計算して狭窄部３４の長さを求
める。測定に続き、カテーテル２又は他の器具を同一のワイヤガイド１６上でこれに沿っ
て前進させることができ、これは別の器具の交換を容易にすることができる。
【００１７】
例示の実施形態は、標識を備えたワイヤガイドを有しているが、本明細書で説明した標識
パターンを内視鏡に用いられる細長い医用器具、例えばカテーテル、括約筋切開刀、又は
他の関連器具に適用できることは理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の例示の実施形態の側面図である。
【図２】　本発明の追加の実施形態の拡大側面図である。
【図３】　本発明の追加の実施形態の拡大側面図である。
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【図４】　内視鏡に用いられている図１の実施形態の拡大絵画図である。
【図５】　生体中に用いられている器具の生体内に用いられている器具の図である。
【図６】　本発明の別の変形実施形態の部分断面側面図である。
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